
制度名 貸付限度額 使途 返済期間 申込先利率

2,000万円
別枠 1,000万円

運転
設備

７年以内
１０年以内

経営改善貸付
（金利引下げ）

日 

本 

政 

策 

金 

融 

公 

庫

※経営改善貸付は、無担保・無保証人融資制度です｡(通称：マル経融資）
融資対象者は、下記の要件を全て満たした方のみとなります。
①原則として６ヶ月以上、商工会議所の経営指導を受けている方
②最近１年以上、新潟市秋葉区(新津地域)内で事業を営んでいる方
③常時使用する従業員が商業・飲食業・サービス業では５人以下（宿泊業及び娯
楽業は２０人以下）、製造業・その他業種では２０人以下の法人・個人事業主の方
④所得税、法人税等の納期到来分の税金を完納されている方
（別枠の新型コロナウイルス感染症対策は、上記推薦要件に加えて最近１ヵ月
間の売上高又は過去６ヵ月（最近１ヵ月を含む）の平均売上高が前５年のいず
れかの年の同期と比較して５％以上減少している又はこれと同様の状況にある
方、および債務負担が重くなっている方。※据置期間は運転・設備とも５年以
内となります。）

新
津
商
工
会
議
所

1.45％
別枠：0.95％
（当初３年間） 

日
本
政
策
金
融
公
庫

能　登　半　島　地　震
特 　 別 　 貸 　 付

各融資制度の
限度額に6,000
万円を加えた額

令和６年能登半島地震による被災によって生じた損害を復
旧するために必要な設備資金および運転資金。または災害
に伴う社会的要因等により必要とする設備資金および運転
資金。

１５年以内
２０年以内

運転
設備

①被害証明書等の発行を受け
　た方
【3,000万円まで】
当初3年間：基準利率－0.9％
3年経過後：基準利率－0.5％
【3,000万円超】
基準利率－0.5％
②上記以外の方
各制度に定められた利率



令和６年６月１日現在




























　専従者や従業員に給料を支給している青色事業者のうち、

納期特例の適用を受けている方々を対象に、源泉所得税の事

務相談会を開催いたします。

○日　時：７月１日(月）・７月２日(火)

　　　　　９：３０～１２：００ ／ １３：００～１６：００

○会　場：新津商工会議所  ３Ｆ会議室

○対　象：新津地域で個人事業を営む方

　　　　　※税理士関与の方はご遠慮下さい。

○ ①給与支払明細書

                ②一人別源泉徴収簿
　　　　　　　　　　   ※参考までに令和５年度分もお持ち下さい

                    　令和６年１月～６月の上期分を

　　　　　　　　　　記入してきて下さい

                ③源泉所得税納付書

                  （郵送時に同封の印字されたもの）

※三密を回避するために、30分ごとの予約制にさせて頂きます。

　ご理解とご協力の程よろしくお願い致します。

○主　催：新津商工会議所／新津中小企業相談所

○共　催：新津青色申告会

　

５
月
20
日

（月）
に
新
津
商
工

会
議
所
に
お
い
て
、
新
津
商

工
会
議
所
女
性
会
の
通
常
会

員
総
会
を
開
催
致
し
ま
し
た
。

　

令
和
５
年
度
の
事
業
報
告

並
び
に
収
支
決
算
報
告
、
及

び
令
和
６
年
度
の
事
業
計
画
、

収
支
予
算
や
規
約
改
正
等
に

つ
い
て
審
議
し
承
認
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

総
会
後
の
講
演
会
で
は
秋

葉
区
観
光
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ

イ
ド
の
本
田
富
義
様
を
お
招

き
し
て
、「
新
津
の
街
の
成
り

立
ち
」
に
つ
い
て
ご
講
演
い

た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
後
の
懇
親
会
で
は
来

賓
の
皆
様
と
講
師
を
交
え
、

会
員
同
士
の
交
流
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

 
 

４
月
29
日（
月
・
祝
）
に
Ｓ
Ｌ

ば
ん
え
つ
物
語
「25th Anniversary 

イ
ベ
ン
ト
」
に
出
店
し
ま
し
た
。

　

こ
こ
で
は
「
Ｓ
Ｌ
ば
ん
え

つ
物
語
」
号
25
周
年
を
祝
う

場
だ
け
あ
り
、来
場
者
の
方
々

か
ら
は
に
い
つ
名
物
の
し
ご

な
な
焼
を
ご
来
場
さ
れ
た
多

く
の
方
々
に
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
、
大
変
嬉
し
く
思
い
ま

す
。

　

ま
た
、６
月
２
日

（日）
に
は
秋

葉
区
最
大
級
の
フ
リ
ー
マ
ー

ケ
ッ
ト
「
新
津
あ
お
ぞ
ら
市

場
」
に
も
出
店
し
ま
し
た
。

雨
に
よ
り
公
園
だ
け
の
開
催

で
し
た
が
、
に
い
つ
名
物
し

ご
な
な
焼
、キ
ャ
ラ
メ
ル
ポ
ッ

プ
コ
ー
ン
や
ソ
フ
ト
ド
リ
ン

ク
、
ビ
ー
ル
等
を
提
供
し
、

毎
年
恒
例
の
ビ
ン
ゴ
大
会
で

は
、
温
泉
利
用
券
な
ど
多
く

の
景
品
を
用
意
し
、
会
場
を

大
い
に
盛
り
上
げ
ま
し
た
。

　

今
年
度
も
地
元
新
津
を
盛

り
上
げ
る
べ
く
頑
張
り
ま
す

の
で
、
今
後
の
新
津
商
工
会

議
所
青
年
部
の
事
業
活
動
に

ご
期
待
下
さ
い
！

　令和６年度税制改正に伴い、令和６年分所得税について定額による所得税額の

特別控除（定額減税）が実施されることとなりました。

　令和６年分の所得税及び令和６年度分の住民税について、定額減税対象者の所

得税及び住民税の所得割額から、本人分と同一生計配偶者・扶養親族分の合計額

が特別控除されます。

　日本居住者で、合計所得金額が1,805万円以下（給与所得のみの場合は給与収入

が2,000万円以下）の者です。所得税は令和６年、住民税は令和５年の合計所得金

額で判定します

（注）子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除の適用を受ける方は、2,015万円

　　　以下となります。

　　　　　　例：定額減税対象者の同一生計配偶者１人、扶養家族が２人の場合

　　 　　　　　（所得税３万円＋個人住民税１万円）×４人分の16万円が特別控

　　　　　　　　除の額になります

（１）所得税

（２）個人住民税                                                           

　個人住民税は、地方公共団体が算定を行い、定額減税が反映された令和６年度

分の納税額が通知されます。基本的には、これに基づいて納付を行います。なお、

「控除対象配偶者以外の同一生計配偶者（＊）」に係る定額減税の実施時期は、上記

とは異なり令和７年度分での実施予定とされています。                           

＊あなたの合計所得金額が1,000万円を超え、生計を一にする合計所得金額が48万円以下の配偶

　者（事業専従者を除く）   

給与支払者向け所得税定額減税コールセンター
　　　　　　　　　　　　　　　　　 TEL:0570-02-4562（平日９時～17時）
定額減税に関する最新情報は下記の特設サイトにて掲載されておりますので
ご確認下さい　

本　　　　　人

同一生計配偶者

扶　養　親　族

所　得　税

３万円

      ３万円      

１人につき３万円

個人住民税

１万円

１万円

１人につき１万円

実　施　時　期　等

・令和６年６月１日以後最初に支払を受ける給与等（賞与含む）
　から順次実施
・６月１日より後に入社、異動等により特別控除の額に変動が
　生じた場合は年末調整時に精算

・令和６年６月１日以後最初に支払を受ける公的年金等から順
　次実施
・異動等により特別控除の額に変動が生じた場合は確定申告に
　より精算

・令和６年の第１期分予定納税額（７月）から実施（本人分のみ）
・控除しきれない部分は第２期分で実施
・扶養家族分に係る特別控除の額は、予定納税の減額申請を行
　うことで実施可
・予定納税が無い場合は確定申告時に控除

給 与 所 得 者

事業所得者等

公的年金受給者
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ご愛読ありがとうございます

新潟市秋葉区滝谷町3番21号
TEL
FAX

0250（22）2015
0250（22）2050

㈱新潟日報サポート
新津支店

NIC新津


